
えんしんサマージャンボ宝くじ付定期預金 
 

平成１９年６月１日現在 

１．商品名 

 

・自由金利型定期預金〈M型〉［複利型］ 

 （愛称）えんしんサマージャンボ宝くじ付定期預金 

２．取扱期間 ・平成１９年６月１日～平成１９年７月１３日（募集総額に達した時点で、お取扱いを停止する場合があります。）

３．募集総額 ・５５億円 

４．販売対象 ・個人の方 

５．期 間 ・３年 

６．預  入 

(1) 預入方法 

(2) 預入金額 

(3) 預入単位 

 

・一括預入 

・１口２００万円以上１,０００万円以内（複数口で１,０００万円を超えるお預入れも可能です。） 

・１円単位 

７．払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。 

８．制約事項 

 

 

 

・自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いはいたしません。 

・お取扱いは、証書式のみといたします。（通帳式または総合口座の担保とするお取扱いはいたしません。） 

・現金または普通預金、貯蓄預金、決済用預金、通知預金、定期積金からの振替によりお預入れいただいた定期預 

金を対象といたします。（現在当金庫にお預け入れいただいている定期預金からの振替のお取扱いはいたしません。） 

９．利  息 

(1) 適用金利 

 

(2) 利払方法(頻度) 

(3) 計算方法 

 

・固定金利 

・預入時の店頭表示の利率（基準金利）を約定利率として満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算で、６か月毎の複利計算とします。 

10．税  金 ・利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。（マル優をご利用の場合を除きます。）

1１．手数料   － 

1２．付加できる特約 

  事項 

・遺族基礎年金を受給されている方や身体障害者手帳をお持ちの方などは、マル優のご利用が可能です。

◎詳しくは、当金庫窓口にお問い合わせください。 

1３．中途解約時の取扱い 

 

 

 

 

 

 

・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率（小数点第４位以下切捨）およ 

び預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。  

預入期間 中途解約利率 預入期間 中途解約利率 

６か月未満 解約日の普通預金利率 １年６か月以上２年未満 約定利率×６０％ 

６か月以上 1年未満 約定利率×４０％ ２年以上２年６か月未満 約定利率×７０％ 

1 年以上 1年 6か月未満 約定利率×５０％ ２年 6 か月以上３年未満 約定利率×９０％ 
 

1４．金利情報の入手方法 ・金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 

1５．お届けする宝くじの内容 

(1)宝くじの種類 

(2)お届けする枚数 

(3)お届け回数 

(4)お届け時期 

(5)特約事項 

 

 

 

 

・サマージャンボ宝くじ 

・お預け入れ２００万円毎に１０枚（連番）といたします。 

・３回 ※お預入れいただいた年を含み、3年間毎年お届けいたします。 

・毎年７月のサマージャンボ宝くじ発売開始日以降、抽選日の前日までにお届けいたします。 

・上記で定めた宝くじ（以下「所定の宝くじ」といいます。）が販売されなかった場合、および所定の宝

くじ発売の時期が大幅に変更となった場合、あるいは所定の宝くじの販売価格が変更になった場合等 

には、当金庫は所定の宝くじを上記で定めた数量分について購入するために当初見込んでいた金額と 

同程度の金額で購入できる他の宝くじに替えることができるものといたします。

1６．宝くじお届けの基準 

 

 

 

・初回の宝くじのお届けは、この定期預金をご契約いただいたお客様といたします。 

 ただし、宝くじ発売開始日までに中途解約された場合を除きます。 

・２回目、３回目の宝くじのお届けは、毎年７月のサマージャンボ宝くじ発売開始日現在で、当初の定 

期預金残高があるお客様といたします。 

1７．宝くじのお届け方法 

 

・当金庫に届出のご住所に配達記録郵便でお届けいたします。 

・転居先不明などによる返送で、宝くじをお届けできない場合は無効といたします。

1８．宝くじのお届けを 

中止する場合 

(1)２回目、３回目の宝くじのお届けで、宝くじの発送日までにその定期預金が解約され、残高がない場合

(2)意図的な短期間でのお預入れの繰返し等、取引の公平性を害するおそれがあると認められる場合

1９．その他参考となる 

事項 

 

 

 

 

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 

・預金保険制度の付保対象預金です。 

決済性預金を除く預金(普通預金・定期預金･定期積金･貯蓄預金･通知預金等)を合算して元本１,０００

万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金を含む)が保護対象となります。 

※決済性預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすものです。 

◎詳しくは、当金庫窓口にお問い合わせください。 

 


